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トピックス

知っとぴ　 知っとく　Topics

（

令和6年 10月（12月支給分）
から児童手当が変わります

注
目
02

問合せ
子育て・こども課　子育て支援係
☎内線 146

病院へ行く？救急車を呼ぶ？
迷ったら救急安心センターへ

注
目
01

問合せ
消防本部総務課　救急救助係
☎内線 41

「 救急安心センター」って何？
急なけがや病気をしたとき、「救急車を呼んだほうがいいか」、「今すぐ病院に行った

ほうがいいか」など、判断に迷ったときにセンターに電話することで、専門家による救
急電話相談を受けることができます。
　緊急を要さないけがや病気での救急車の要請は、重症患者等の搬送に支障をきたす恐
れがあります。判断に迷ったときは、センターに電話してください。

・ 病院に行ったほうがいいの？
・ 救急車を呼んだほうがいいの？
・救急手当はどうしたらいいの？

住民

● 医師・看護師・相談員が対応
・病気やけがの症状を把握
・緊急性について判断
※24時間 365日対応

救急安心センター

緊急性が低い症状

緊急性が高い症状
迅速な
救急車の出動

受診可能な
医療機関の案内

☎＃7119
福島・鷹島町からは…
☎ 095-801-1217

　制度変更に伴い、新たに児童手当が受給できる人、受給額が増加する一部の人は
お手続きが必要となります（公務員の方を除く）。案内文書を９月上旬までには送
付しますので、お手続きが必要かご確認ください。
　なお、お子さまの住所が松浦市外にある方には案内文書の送付ができませんので、
問合せ先へお電話ください。

変　更　内　容
現　　　　行

拡　充　後
児童手当 特例給付

支　給　額

3歳未満 15,000 円 5,000 円 15,000 円

3歳～小学生 10,000 円 5,000 円 10,000 円

中学生 10,000 円 5,000 円 10,000 円

高校生 なし 10,000 円

第3子以降
15,000 円

3歳から小学生のみ
5,000 円

30,000 円
全年代

所得制限、所得上限 あり なし

子の数カウント 高校生年代まで 大学生年代まで

支給月 年３回（2・6・10月） 年 6回（偶数月）
※高校生年代：18歳到達後の最初の年度末まで　※大学生年代：22歳到達後の最初の年度末まで

※救急医療機関相談「☎72-4199（よいきゅうきゅう）」は、廃止します。


